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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年9月20日(2018.9.20)

【公開番号】特開2018-14420(P2018-14420A)
【公開日】平成30年1月25日(2018.1.25)
【年通号数】公開・登録公報2018-003
【出願番号】特願2016-143302(P2016-143302)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｃ  13/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｒ  15/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｃ   1/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｃ   1/142    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｃ   13/00     　　　Ｊ
   Ｇ０１Ｒ   15/00     ５００　
   Ｈ０１Ｃ    1/04     　　　　
   Ｈ０１Ｃ    1/142    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月8日(2018.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部に、予め抵抗率が設定された抵抗体（２３）を有し、
　２つの電極（２００）の間を架橋して、前記抵抗体による電圧降下を検出することによ
り前記電極の間に流れる電流の電流値を検出するためのボンディングワイヤ（３０）が接
続されるシャント抵抗器であって、
　前記電極に電気的に接続される一対の接続部（１０）と、
　前記抵抗体を含み、一方の前記接続部から他方の前記接続部へ延設され、２つの前記接
続部の間を架橋する架橋部（２０）と、を備え、
　前記ボンディングワイヤが接続される一面を正面視して撮影された場合に、仮想線分（
Ｌ）が定義可能なマーク（４０ａ，４０ｂ，４１，４２）を有し、
　前記仮想線分が前記架橋部の延設方向に対して斜めとなるように、前記マークが設けら
れているシャント抵抗器。
【請求項２】
　少なくとも一部に、予め抵抗率が設定された抵抗体（２３）を有し、
　２つの電極（２００）の間を架橋して、前記抵抗体による電圧降下を検出することによ
り前記電極の間に流れる電流の電流値を検出するためのボンディングワイヤ（３０）が接
続されるシャント抵抗器であって、
　前記電極に電気的に接続される一対の接続部（１０）と、
　前記抵抗体を含み、一方の前記接続部から他方の前記接続部へ延設され、２つの前記接
続部の間を架橋する架橋部（２０）と、を備え、
　前記ボンディングワイヤが接続される一面を正面視して撮影された場合に、仮想線分（
Ｌ）が定義可能なマーク（４０ａ，４０ｂ，４１，４２）を有し、
　前記仮想線分が前記架橋部の延設方向に直交する方向において前記抵抗体の中央からず
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れた位置で前記延設方向に平行となるように、前記マークが設けられているシャント抵抗
器。
【請求項３】
　前記マークは前記ボンディングワイヤが接続される面と同一の面に形成される請求項１
又は請求項２に記載のシャント抵抗器。
【請求項４】
　前記ボンディングワイヤは前記架橋部にボンディングされ、前記マークは前記架橋部に
形成される請求項３に記載のシャント抵抗器。
【請求項５】
　前記マーク（４０ａ，４０ｂ）は点状であり、撮影時に少なくとも２点が検出可能にさ
れ、前記２点を結ぶ直線により前記仮想線分が定義される請求項１～４のいずれか１項に
記載のシャント抵抗器。
【請求項６】
　前記仮想線分を定義する２点の前記マークは、前記抵抗体を挟む位置に形成される請求
項５に記載のシャント抵抗器。
【請求項７】
　前記マーク（４１，４２）は直線部を含む形状をなし、前記直線部に沿うエッジにより
前記仮想線分が定義される請求項１～４のいずれか１項に記載のシャント抵抗器。
【請求項８】
　前記マーク（４１）は帯状であり、前記直線部としての帯の長手方向に沿うエッジによ
り前記仮想線分が定義される請求項７に記載のシャント抵抗器。
【請求項９】
　前記マークは孔部である請求項１～８のいずれか１項に記載のシャント抵抗器。
【請求項１０】
　少なくとも一部に、予め抵抗率（２３）が設定された抵抗体を有し、
　２つの電極（２００）の間を架橋して、前記抵抗体による電圧降下を検出することによ
り前記電極の間に流れる電流の電流値を検出するためのボンディングワイヤ（３０）が接
続されるシャント抵抗器の実装方法であって、
　前記シャント抵抗器は、
　前記電極に電気的に接続される一対の接続部（１０）と、
　前記抵抗体を含み、一方の前記接続部から他方の前記接続部へ延設され、２つの前記接
続部の間を架橋する架橋部（２０）と、を備え、
　前記ボンディングワイヤが接続される一面を正面視して撮影された場合に、仮想線分（
Ｌ）が定義可能なマーク（４０ａ，４０ｂ，４１，４２）を有し、
　前記仮想線分が前記架橋部の延設方向に対して斜めとなるように、前記マークが設けら
れたものであり、
　前記シャント抵抗器に固定された前記仮想線分と、予め規定された直線との角度差θを
検出し、
　前記角度差θに応じて前記ボンディングワイヤの接続位置を補正するシャント抵抗器の
実装方法。
【請求項１１】
　少なくとも一部に、予め抵抗率（２３）が設定された抵抗体を有し、
　２つの電極（２００）の間を架橋して、前記抵抗体による電圧降下を検出することによ
り前記電極の間に流れる電流の電流値を検出するためのボンディングワイヤ（３０）が接
続されるシャント抵抗器の実装方法であって、
　前記シャント抵抗器は、
　前記電極に電気的に接続される一対の接続部（１０）と、
　前記抵抗体を含み、一方の前記接続部から他方の前記接続部へ延設され、２つの前記接
続部の間を架橋する架橋部（２０）と、を備え、
　前記ボンディングワイヤが接続される一面を正面視して撮影された場合に、仮想線分（
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Ｌ）が定義可能なマーク（４０ａ，４０ｂ，４１，４２）を有し、
　前記仮想線分が前記架橋部の延設方向に直交する方向において前記抵抗体の中央からず
れた位置で前記延設方向に平行となるように、前記マークが設けられたものであり、
　前記シャント抵抗器に固定された前記仮想線分と、予め規定された直線との角度差θを
検出し、
　前記角度差θに応じて前記ボンディングワイヤの接続位置を補正するシャント抵抗器の
実装方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明は、少なくとも一部に、予め抵抗率（２３）が設定
された抵抗体を有し、２つの電極（２００）の間を架橋して記抵抗体による電圧降下を検
出することにより電極の間に流れる電流の電流値を検出するためのボンディングワイヤ（
３０）が接続されるシャント抵抗器であって、電極に電気的に接続される一対の接続部（
１０）と、抵抗体を含み、一方の接続部から他方の接続部へ延設され、２つの接続部の間
を架橋する架橋部（２０）と、を備え、ボンディングワイヤが接続される一面を正面視し
て撮影された場合に、仮想線分（Ｌ）が定義可能なマーク（４０ａ，４０ｂ，４１，４２
）を有し、仮想線分が架橋部の延設方向に対して斜めとなるように、マークが設けられて
いる。
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